
〈1.庶務関係〉

指摘事項

1
機密文書管理規程に基づき、機密文書管理責任者は、指定帳票を除く、機密文書の内容を評価して、機密区分を指定するこ
と。また、当該機密文書は、機密文書管理台帳を作成する等、保存・管理の状態が確認できるようにすること。

2
機密文書管理規程に基づき、機密文書の保管庫の施錠及び開錠は、機密文書管理責任者又は機密文書管理責任者が文書で指
定した担当者が行うこと。

3
システム等運用管理規程に基づき、データ保護管理者は、情報システム及びデータを取り扱う担当者として、当該取扱いが
必要となる業務ごとに「事務担当者」を任命すること。

4
個人情報を含む文書の保管及び廃棄を外部委託する場合は、個人情報の保護に関する法律のほか、健康保険組合等における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに基づき、委託契約を締結したうえで行うこと。

5
システム等運用管理規程に基づき、部外者の立ち入りを制限する執務室に部外者が立ち入る場合には、入退室記録を作成
し、同伴者等を含めて管理すること。

6
被保険者等の個人情報に関する処理を外部の業者に委託する場合は、個人情報の保護に関する法律及び関係通知に掲げる事
項を遵守するよう委託契約書上に漏れなく明記するとともに、業務処理状況の調査及び監査を定期的に実施すること。

7 個人情報保護管理規程に基づき、教育研修等を実施すること。

8 (2)役員の職務執行状況等
平成23年12月26日付保保発1226第１号通知及び平成24年４月13日付保保発0413第４号通知に基づき、自己点検シートによる
確認を１年に１回行うこと。

9 選定議員は、規約に基づき互選議員の総選挙の日に選定すること。

10
議員の選出にあたっては、公平厳正に行わなければならないことから、同一被保険者が複数の立候補者の推薦者になること
は適正ではないので改めること。

11
選挙長は、互選議員の立候補届を受理したときは、規程に基づき届出書の余白等に受理年月日を記載したうえで、理事長に
通知すること。

12 常務理事の指名にあたっては、規約に基づき理事会の同意を得ること。

13 組合会における採決は、組合会会議規則に基づき行うこと。

14 (4)監事監査の状況 理事長への監事監査通知及び組合会への監事監査報告は、規程に基づく様式で行うこと。

15 (5)規約・諸規程等の整備 公印管理規程を備えること。

16 (6)公告の取扱い 公告すべき事項は、理事長の決裁を受けた後に、規約で定めている方法により漏れなく公告すること。

令和６年度　健康保険組合実地指導監査実施結果（主な指摘事項）

項　目

(1)個人情報保護に関するこ
と

(3)組合会及び理事会の状況



〈2.保健事業関係〉
指摘事項

1
(1)健康管理事業推進委員会
の状況

健康管理事業推進委員会の活動において、保健事業の中長期にわたる企画立案、実施計画の策定、実施結果の分析・評価を
行い、理事会に対し意見の提出を行うこと。

2
保健事業の実施計画（データヘルス計画）については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成16年7月
30日厚生労働省告示第308号）に基づき公表すること。

3
特定健康診査等実施計画については、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（平
成20年３月31日厚生労働省告示第150号）に基づき、実施計画において定めるべき事項を早急に整備すること。また、高齢
者の医療の確保に関する法律に基づき、計画書で定める方法により公表すること。

4
特定保健指導については、被保険者等の健康増進に寄与するとともに、医療費適正化にも資することから、実施計画に基づ
く着実な実施に努めること。

〈3.医療費適正化対策関係〉
指摘事項

1 (1)医療費通知等の実施状況
医療費通知を世帯ごとにまとめて通知する場合は、個人情報の保護に関する法律及び健康保険組合等における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンスに基づき、黙示による包括的な同意を得ること。

(2)保健事業の実施状況

項　目

項　目



〈4.業務関係〉
指摘事項

1 資格取得届等に健康保険法施行規則第24条等に基づき、個人番号の記載を求めること。

2 適用関係届書に係る確認（決定）通知書は、理事長名で通知すること。

3
被保険者情報等の中間サーバーへの登録は、健康保険法施行規則第24条の４等に基づき、届出を受けた日から５日以内に行
うこと。

4
退職後継続して再雇用された者については、平成25年１月25日付保保発0125第２号通知に基づき、その者が退職をした後、
新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類（事業主の証明等）を添付させること。

5 任意継続被保険者の資格取得に伴う被保険者証については、保険料納付の有無にかかわらず速やかに交付すること。

6
任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行った場合は、健康保険法施行規則第45条に基づき、当該被保険者に通
知すること。

7 任意継続被保険者に対して、保険料の前納制度について周知を図ること。

8 (3)被扶養者の取扱い
被扶養者の認定等を行った場合は、令和５年12月27日付事務連絡「被扶養者の認定等に係る通知への教示文の記載につい
て」に基づき、教示文を付して被保険者あてに通知すること。

9 被保険者証の廃棄については、被保険者証管理規程に基づき、適正に実施すること。

10 被保険者証は、日々受払いの管理を行うとともに、定期的に管理責任者において現品と受払簿の突合を行うこと。

11 (5)育児休業の取扱い 育児休業等取得者申出書及び産前産後休業取得者申出書については、事実発生後に受付をすること。

12
(6)介護保険適用除外の取扱
い

介護保険適用除外等該当届については、必要書類の添付を求め、住所の異動確認を十分に行うこと。

13 (7)教示事項の取扱状況
各種処分通知については、平成28年３月28日付事務連絡「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の施行について」に基づき、教示文を整備すること。

14 (8)療養の給付の状況
限度額適用認定証の発効年月日欄には、平成19年３月７日付保保発0307003号通知に基づき、申請のあった日の属する月の
初日を記載すること。

15 現金給付に係る一部不支給決定を行った場合は、その理由を付記したうえで、被保険者あてに通知すること。

16 現金給付に係る支給決定通知書及び不支給決定通知書については、理事長名で通知すること。

17 現金給付に係る支給申請書については、事故防止の観点から、受付経過簿を備えて受付後の処理経過を明らかにすること。

18
現金給付の支払いを事業主経由で行う場合には、被保険者から事業主への受領委任が必要であるので厳正に確認したうえで
支払いを行うこと。

(9)現金給付の状況

(1)資格取得及び喪失の取扱
い

(2)任意継続被保険者の取扱
い

(4)被保険者証の取扱い

項　目



〈5.経理全般〉
指摘事項

1 現金出納簿と関係諸帳簿間の突合・確認については、相互チェック体制のもと定期的に行うこと。

2
出納員は、会計事務取扱規程に基づき、毎日の現金残高と帳簿残高を照合し、収支日計表を作成して常務理事の確認を受け
ること。

3 会計事務取扱規程に基づき、収支日計表は常務理事の確認を受けること。

〈6.歳入関係〉
指摘事項

1 任意継続被保険者の保険料の取扱いについては、法令に基づき適正に行うこと。

2 適用事業所の保険料の調定決議は、法令等で定められた届出期限経過後に行うこと。

3 (2)その他の収入
労働安全衛生法に基づく健診を事業主から受託したことによる受入金（特定健康診査に相当する受入金を除く）は、(款)｢
雑収入」(項)｢施設利用料」(目)｢法定健診受託料」で収入すること。

(1)現金出納簿及び歳入・歳
出簿

(1)保険料調定・収入

項　目

項　目



〈7.歳出関係〉
指摘事項

1 (1)支出状況（共通） 収入支出予算科目の取扱いは、予算編成基準の科目説明に基づき適正に行うこと。

2 (2)支出状況（物品の購入） 耐用年数１年以上かつ取得価格10万円以上の備品の購入については、営繕費から支出すること。

3 (3)支出状況（金券の購入） 切手等、金券の管理については、事故防止の観点から、現物と受払簿の残枚数を確認し、常務理事の決裁を受けること。

4 (4)支出状況（職員厚生費） 職員厚生に係る費用を支出する場合には、規程等により支出根拠を明確にすること。

5 (5)支出状況（保健事業費） 保健事業に係る補助金等を支給する場合には、規程等により支出根拠を明確にすること。

6 予備費の充当は、規約（予備費の費途）に定められた予算科目に限られること。

7
組合会の議決事項である各項間の科目流用を、緊急を要すると認めて理事長専決にて行う場合は、理事長の決裁を受け、次
の組合会で報告し承認を得ること。

8 (7)前金払い 前金払を行ったものについては、会計事務取扱規程等に基づき前金払整理簿を備え、その状況を明らかにしておくこと。

9
予算の変更は、予算の不足を来す前に行い、その執行は、健康保険法施行令第16条に基づき予算変更届出書を地方厚生局に
届け出た後に行うこと。

10 予算変更届出書は、年度末（３月31日）までに地方厚生局に届け出ること。

11
組合会の議決事項である予算変更の手続きを、緊急を要すると認めて理事長専決にて行う場合は、理事長の決裁を受けると
ともに、次の組合会で報告し承認を得ること。

(8)予算の変更

項　目

(6)科目流用及び予備費充当



〈8.財産関係〉
指摘事項

1 決算残金処分は、決算組合会での議決を得た後、速やかに行うこと。

2 繰越金は、予算の範囲内で行うこと。なお、予算を超える繰越をする場合には、執行前に予算変更の手続きを行うこと。

3 (2)積立金の繰入
各種積立金の繰入は、予算の範囲内で行うこと。なお、予算を超える繰入をする場合には、執行前に予算変更の手続きを行
うこと。

4 (3)管理状況（確認）
各種台帳は、財産管理規程に基づき、毎年度１回以上財産と照合し、その結果を明らかにするため確認年月日及び確認者を
記録すること。

5 (4)管理状況（理事会） 準備金等財産の保有及び管理の具体的方法については、規約に基づき理事会の決定等所定の手続きを経ること。

6 固定資産台帳の整備を図ること。

7 各種積立金台帳は、財産の移動経過を正確に記帳すること。

8 各種積立金から生じた利子は、利子繰入をしない限り積立金とはならないため積立金台帳に記帳しないこと。

9 各種積立金台帳を出力し保管する場合は、事故防止の観点から、編綴し保管すること。

10 各種積立金台帳の整備を図ること。

11 (6)財産処分 固定資産の処分については、財産管理規程に基づき行うこと。

項　目

(1)決算の状況

(5)台帳の整備状況



〈経理事故等（過去分も含む）〉

経理事故等の内容

1 歳　　入 健康保険組合への返還金を組合財産に収入処理せず、簿外管理されていたもの。

2 健康保険組合職員の給与等を水増しし、他団体の職員給与等に不正流用されていたもの。

3 事実のない出張旅費を不正支出していたもの。

4 職員の私用車のガソリン給油代金を、健康保険組合の公用車のガソリン給油代金として不正支出されていたもの。

5 健康保険組合の保健事業に使用するために購入した備品を、職員が私的に使用していたもの。

6 健康保険組合の保健事業の体育奨励のために購入した施設の入場券を、組合役職員に配付していたもの。

7
理事長の指示により、長期間にわたり、①理事長に係る使途不明な飲食費等の支出、②理事会、組合会等の前後に行われた
幹部役職員による打合せの際の過度の飲食費の支出、③理事長に係る会館内レストランを通じた自家用食材の支出、等が繰
り返し行われたもの。

8 組合役員が、給与規程に基づく通常の給与等の他、規程に基づかない日々（土日祝日を含む。）の手当を受けていたもの。

9
組合役員が、服務規程に違反して恒常的に自家用バイクで通勤するとともに、組合には電車利用による通勤届を提出し、通
勤定期相当の手当を受けていたもの。

10 役職員に係るゴルフのプレー代をはじめ、飲食等に要する支出が散見されたもの。

11 保養所の維持管理等の理由により、役職員の一部が保養所を利用した際、飲食費等を支出していたもの。

12 役職員の私的旅行代を組合用務に係る出張として不正支出されていたもの。

13 組合契約保養施設の利用券を、職員が私的に使用していたもの。

14 健康保険組合の法定準備金が、銀行口座から不正に出金されていたもの。

15 保健事業の推進に係る国庫補助金の一部が対象外の経費に使用されたり、対象外の期間に使用されたもの。

16 保養施設を規程に基づく手続きを経ず、職員等が不適切に利用していたもの。

17 マイナンバーを収録したＣＤを誤って廃棄処分したもの。

18 被保険者データを収録したＵＳＢメモリにパスワードを設定せずに普通郵便で発送した結果、封筒が破れ紛失したもの。

※1

※2 　上記の他、重要財産処分に係る認可申請について、意思決定手続きに適正を欠く事実が認められたため、報告徴収及び指導を行った事案があった。

項　目

歳　　出

その他の経理事故

個人情報の漏洩

　各事案について個別に改善報告を求めるとともに、経理事故等の事案に対しては返還請求等の措置を講じるよう指導している。


